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地方分権の理念とこれから

都市自治体における
地域コミュニティ政策の今後

山梨学院大学法学部特任教授 日高 昭夫

都市自治体における地域コミュニティ政策の今後を展望する場合、どのような都市内分権の制度を設

計するにせよ、全国に遍在する町内会自治会をいかに位置づけるべきか、という論点は避けることがで

きない。本稿では、多くの自治体において地域協働の重要な役割を今後も町内会自治会が担うという前

提に立ち、それを支援するための地域コミュニティ政策のあり方を論ずる。そこで、町内会自治会の加

入率や組織運営上の現状と課題を踏まえて、4つの政策の方向を検討する。第1に、町内会自治会の多

様化に対応した支援事業の展開である。第2に、地域協働の場となる「地域コミュニティ」の範域の広

域化を支援する事業の展開である。第3に、町内会自治会以外の地域協働の担い手の多様化を支援する

事業の展開である。そして第4に、以上の支援事業を統合化した都市内分権体制の整備政策である。各

自治体の実情に即した地域協働の実績を積み上げていく地道な地域コミュニティ政策の取り組みが必

要であることを指摘し、まとめとする。

1 はじめに

都市自治体における地域コミュニティ政策

には、大別すると都市内分権の系統と地域協

働の系統がある。本稿では、主として後者の

地域協働論の文脈において、地域コミュニ

ティ政策を論ずることとする。

明治維新を契機とする近代以降、わが国の

基礎的自治体においては、地域コミュニティ

との間で資源の動員と交換、包摂と参加、統

治と自治といった複合的な相互依存関係が形

成されてきた。こうした地域コミュニティと

の相互依存関係を「地域協働体制」とよぶな

らば、その体制の中核を担ってきたのは、伝

統的には町内会自治会である。それは、町内

会自治会というシステムが、個別レベルでみ

れば、狭域の地縁社会において近隣関係を基

礎とした全世帯を構成員とする建前で独占的

に組織されている任意の住民自治組織である

がゆえに、当該地域社会内のあらゆる社会機

能を引き受ける役割を果たしやすいと同時

に、総体レベルでみれば、全国ほぼすべての

基礎的自治体の行政区域内にそれらが重複な

く網羅的に組織されているがゆえに、当該自

治体の特に行政機能の一部を補完あるいは分
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コミュニテイの迷い道～現在！過去×未来？ 生物が生き残る鍵は音楽のコミュニケー
ション！？
未来を占う鍵は過去にある。・・・絶滅してしまった恐竜、そのナゾは、今でも多くの
人たちの関心の的である。その恐竜は、かつては、文字通り竜のイメージでワニのような
鱗で覆われた姿で中生代の地球を我が物顔に闊歩していたと想像されていた。
その恐竜が羽毛を持つようになっていたという発見はそんなに古いものではない。気嚢
を持ち、恒温動物だったことも明らかになった。子育てをして、群れをつくり共同生活を
した恐竜もいたと考えられるようになってきている。そして、鳥類の祖先は恐竜に属し、
すなわち、鳥類こそが恐竜の生き残りだったという。鳥類が鳴き声で連絡を取り合ってい
るように、恐竜たちもコミュニケーションを図ることで繁栄を謳歌していたに違いない。
類人猿の研究、人類の歴史の研究も進んだ。猿にも、チンパンジーにも、ゴリラにも、
それぞれ家族があり、社会がある。猿と目を合わせないように・・・というのは、猿が上
下の秩序が厳しい社会を構成し、目を合わせることで相手を威嚇するという習性を持って
いるからだが、ゴリラの場合は別で、山極壽一氏によれば、長く見つめ合うときは好意的
なサインなのだという。このように猿には猿の、類人猿には類人猿なりのルールがあり、
中には人間と共通するものがある。そこには、人間の家族や社会が持つ特質や限界、そし
て秘密が隠されているようだ。
さらには、ネアンデルタール人が滅んで、ホモサピエンスだけが生き残った理由は何か
～言語能力の違いがその一つとして指摘されている。共同社会の広がり、つまりは協働の
取組の違いには、言語能力がその根底にありそうだ。
では、人類は最初から言語の形でコミュニケーションを図ってきたのだろうか。そのコ

ミュニケーションの形としては、言語があったとしても、そこには、音楽の機能が共にあった
と考えられている。祈りや呪術といった宗教的機能、労働を促す機能、遠くに伝える機能、
求愛の機能などがあったろう。そして、コミュニティを形成する機能があったかもしれない。
日本の古代遺跡からは、様々な形の楽器と推測されるものが出土しているという。銅鐸も
実際に音を奏でていたとされるし、埴輪や壁画などは当時の音楽の様子を伝えているという。
それは、音楽とコミュニケーション、そして演技が一体のものであったのかもしれない。
英語のミュージックの語源は、ギリシャ語のムーシケーとされる。それは詩と音楽と舞

踊の三者の包括概念だったという。それは、古代ギリシャの演劇が音楽や舞踊と切っても
切り離せないものであることを示している。
日本の能楽や歌舞伎を見てもそうだ。時代は少し下るが、日本には、歌垣という風習が
あったという。特定の日時に若い男女が集まり、共同で飲食をしながら相互に求愛の歌謡
を掛け合うというものだ。万葉集や風土記に記録が残されている。日本のみならず、中国
南部やインドシナ半島でも見られる文化のようだ。（参考文献 片桐功ほか著『決定版
はじめての音楽史』2017 年、音楽之友社） （古典芸能愛好家）
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担する、いわば非公式の地方自治システムの

一環を構成してきたからである1。

そのため、都市自治体における地域コミュ

ニティ政策を検討する際にも、どのような都

市内分権の制度を設計するにせよ、地域協働

体制の中核を担ってきた町内会自治会をいか

に位置づけるべきか、という論点が避けるこ

とのできない課題となる。

2 都市自治体と町内会自治会との関係の現

状と課題

まずは、町内会自治会の現状の確認作業か

ら始めよう。

データはやや古いが、2008（平成 20）年 11

月に筆者が全国市区町村の町内会自治会担当

課あてに実施した「基礎自治体と自治会・町

内会等との関係に関する全国自治体調査」（以

下、2008 年調査という）を参照する。2008 年

11 月1日現在の全市区町村 1805 団体のう

ち、有効回収数は 1139 団体、有効回収率

63.1％である。回収数（率）の内訳は、市区

590 団体（73.2％）、町村 549 団体（55.0％）

であった2。

まず、町内会自治会の世帯加入率について

みると、それを数値で回答した自治体 557 団

体の平均が 81.0％、うち人口5万人以上の都

市自治体全体では平均 70％台であった。「全

世帯加入制」という建前の下で、平均加入率

が都市自治体でも 70％台というのは、改めて

驚くべき高い数値であるといえるが、その一

方で、都市化や少子高齢化に伴い、全国的に

加入率が下落傾向にあることも、各種の調査

結果で裏づけられている3。

自治会加入率をめぐるもう一つの特徴は、

同程度の人口規模の自治体グループ内でもそ

の差が非常に大きいという点である。2008

年調査で、都市自治体における加入率の最大

値と最小値をみると、5万人以上 100％－

37.2％、10 万人以上 96.8％－ 38.0％、20 万

人以上 97.0％－ 51.0％、30 万人以上 97.3％

－ 22.9％、60 万人以上 96.3％－ 59.9％、と

なり、同一規模内でも自治体による差が著し

いことが確認できる。これらの団体のうち、

加入率が 50％未満で、その比率の低い順に

15 市区を抽出すると、表1の通りである。こ

のうちの 10 市区が東京都にあり、うち9市

が多摩地域にある。沖縄や福岡、埼玉の一部

にもみられるものの、主として大都市東京、

それも多摩地域の都市自治体に集中してい

る4。東京多摩地域に、自治会加入率の低い

自治体が集中しているのはなぜか。多摩地域

の都市の町内会自治会の姿は、日本全体の将

来の姿を映す鏡なのか、それとも地域特有の

要因によるものなのか。本稿ではその準備は

ないが、その解明も必要な共通課題と考え、

あえて問題提起することとした。関係者には
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1 町内会自治会の定義については、日高昭夫『基礎的自治体と町内会自治会―「行政協力制度」の歴史・現状・行方』春風
社 2018 年第1章を参照。

2 2008 年調査の概要については、同上日高第2章および第3章を参照。
3 日本都市センターの 2000 年調査および 2013 年調査を参照。加入率が6割台以下の市区が、2000 年調査では 6.5％程度
だったものが、2013 年調査では 32％近くに増大している。特に、5割以下が、それぞれ 2.1％から 5.8％に増加している。
釼持麻衣「自治会加入促進条例の法的考察」都市とガバナンス Vol.26、138 頁図2参照。
4 さらに、2008 年調査で、加入率 50％以上 60％未満の 17 市区についてみても、10 市区が東京都にあり、うち8市が多摩
地域の自治体である。東京多摩地域の都市自治体の自治会加入率が低いことは、公益財団法人東京市町村自治調査会『住
民がつくる自立した地域コミュニティの形成に関する調査研究報告書』2016 年3月でも確認できる。
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その趣旨をご理解願いたい。

以上、都市自治体でも加入率の全国平均は

70％台であり依然高い水準を維持しているこ

と、ただし、都市間で大きな差があること、

同時に、経年変化でみると概して低下傾向に

あり、しかも加入率が特に低い都市のその後

の推移をみると、必ずしも下げ止まりの「底」

が見えないこと、などが確認できる。

次に、町内会自治会が抱える問題に目をむ

けよう。2008 年調査で、担当課の自治体職員

が問題と認識している項目を、比率の高い順

に5つまで抜き出すと、表2のとおりであ

る。これも、各種の調査結果と同様、転入者

の未（非）加入問題を筆頭に、役員のなり手

不足・高齢化・固定化といった役員問題、不

参加やマンネリ化といった活動問題が、各自

治体の町内会自治会に共通する問題と認識さ

れていることがわかる。しかも、特に未（非）

加入問題と役員問題は、町村部を含む基礎的

自治体全体の傾向にくらべて、とりわけ規模

の大きな都市においてより顕著な問題である

ことも確認できる。

総合的にみると、今日の町内会自治会は、

依然として高い加入率を誇る自治体が多いと

はいえ、おしなべて長期的な加入率低下問題

やメンバーシップ問題、役員等の組織運営問

題などの構造的問題を共有していることがわ

かる。

他方、基礎的自治体と町内会自治会との関

係について、ここでは、自治体が町内会自治

会に対して依頼している行政協力業務に着目

してみよう。

表3は、基礎的自治体が町内会自治会に依

頼している行政協力業務のうち、過半数の自

治体が実施していると回答した項目を、都市

自治体の回答比率の大きい順に並べ替えたも

のである。この表では、町村を含む基礎的自

治体全体の合計（全体合計という）と5万人

以上の都市自治体の合計（都市合計という）

とが比較できるように再集計してある。全体

合計と比較した都市合計の特徴を拾い出す

と、次のようにいえる。
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表1 自治会加入率の低い都市一覧

22.9 18.5 H28

37.2 28 H28

38 30.6 H28

38

38.5

38.9 34 H28

39.8

41.2 39.8 H25

41.5 40.3 H22

42 38 H29

43.5

45.7 36.5 H30

46.5

48 41.48 H29

48 39.0 H27
2008

HP

表2 町内会自治会が抱える問題（上位5項目）
（上段：団体数／下段：％）

1116 780 745 609 403 319

100.0 69.9 66.8 54.6 36.1 28.6

410 357 333 259 160 122

100.0 87.1 81.2 63.2 39.0 29.8

18 17 17 17 5 5

100.0 94.4 94.4 94.4 27.8 27.8

52 46 48 41 31 18

100.0 88.5 92.3 78.8 59.6 34.6

33 32 28 26 12 11

100.0 97.0 84.8 78.8 36.4 33.3

119 107 99 75 43 38

100.0 89.9 83.2 63.0 36.1 31.9

188 155 141 100 69 50

100.0 82.4 75.0 53.2 36.7 26.6
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一環を構成してきたからである1。

そのため、都市自治体における地域コミュ
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市内分権の制度を設計するにせよ、地域協働
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まずは、町内会自治会の現状の確認作業か

ら始めよう。

データはやや古いが、2008（平成 20）年 11

月に筆者が全国市区町村の町内会自治会担当

課あてに実施した「基礎自治体と自治会・町

内会等との関係に関する全国自治体調査」（以

下、2008 年調査という）を参照する。2008 年

11 月1日現在の全市区町村 1805 団体のう

ち、有効回収数は 1139 団体、有効回収率

63.1％である。回収数（率）の内訳は、市区

590 団体（73.2％）、町村 549 団体（55.0％）

であった2。

まず、町内会自治会の世帯加入率について

みると、それを数値で回答した自治体 557 団

体の平均が 81.0％、うち人口5万人以上の都

市自治体全体では平均 70％台であった。「全

世帯加入制」という建前の下で、平均加入率

が都市自治体でも 70％台というのは、改めて

驚くべき高い数値であるといえるが、その一

方で、都市化や少子高齢化に伴い、全国的に

加入率が下落傾向にあることも、各種の調査

結果で裏づけられている3。

自治会加入率をめぐるもう一つの特徴は、

同程度の人口規模の自治体グループ内でもそ

の差が非常に大きいという点である。2008

年調査で、都市自治体における加入率の最大

値と最小値をみると、5万人以上 100％－

37.2％、10 万人以上 96.8％－ 38.0％、20 万

人以上 97.0％－ 51.0％、30 万人以上 97.3％

－ 22.9％、60 万人以上 96.3％－ 59.9％、と

なり、同一規模内でも自治体による差が著し

いことが確認できる。これらの団体のうち、

加入率が 50％未満で、その比率の低い順に

15 市区を抽出すると、表1の通りである。こ

のうちの 10 市区が東京都にあり、うち9市

が多摩地域にある。沖縄や福岡、埼玉の一部

にもみられるものの、主として大都市東京、

それも多摩地域の都市自治体に集中してい

る4。東京多摩地域に、自治会加入率の低い

自治体が集中しているのはなぜか。多摩地域

の都市の町内会自治会の姿は、日本全体の将

来の姿を映す鏡なのか、それとも地域特有の

要因によるものなのか。本稿ではその準備は

ないが、その解明も必要な共通課題と考え、

あえて問題提起することとした。関係者には
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1 町内会自治会の定義については、日高昭夫『基礎的自治体と町内会自治会―「行政協力制度」の歴史・現状・行方』春風
社 2018 年第1章を参照。

2 2008 年調査の概要については、同上日高第2章および第3章を参照。
3 日本都市センターの 2000 年調査および 2013 年調査を参照。加入率が6割台以下の市区が、2000 年調査では 6.5％程度
だったものが、2013 年調査では 32％近くに増大している。特に、5割以下が、それぞれ 2.1％から 5.8％に増加している。
釼持麻衣「自治会加入促進条例の法的考察」都市とガバナンス Vol.26、138 頁図2参照。

4 さらに、2008 年調査で、加入率 50％以上 60％未満の 17 市区についてみても、10 市区が東京都にあり、うち8市が多摩
地域の自治体である。東京多摩地域の都市自治体の自治会加入率が低いことは、公益財団法人東京市町村自治調査会『住
民がつくる自立した地域コミュニティの形成に関する調査研究報告書』2016 年3月でも確認できる。
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まず「行政とのパイプ役」ともいうべき項

目のうち、行政情報の住民伝達機能について

みると、「定期広報物の配布、回覧、掲示」は、

全体合計ではトップの 84％であるが、都市合

計では 73％程度である。特に、20 万人以上

の大規模都市では、規模が増すほど比率が低

くなる。規模の大きな都市ほど新聞折り込み

やポスティングなどに代替される傾向がうか

がえる。一方、「非定期または緊急の配布、回

覧、掲示」では、むしろ都市合計で 86％を超

え、トップに位置している。行政情報の住民

伝達機能といっても、計画的定期的に発行さ

れる広報誌等の配布は、町内会自治会を介す

る以外の方法を含めた多様化が進行しつつあ

るものの、行政各部署による非定期または緊

急の行政情報の伝達は、掲示板や回覧板など

を介して、むしろ大規模な都市ほど町内会自

治会に依存する傾向がうかがえる。

次に、行政委嘱委員等の地域人材のリク

ルートや募金・寄付金等の地域財源の調達の

仲介機能についてみると、「委員の推薦や選

出」については、全体合計 56％、都市合計 74％

となり、都市自治体で、しかも大規模な都市

ほど、町内会自治会への依存が高い。「寄付

金・募金集め」は、全体合計、都市合計とも

に 83％前後で、規模に関係なく非常に高い。

さらに、地域住民の行政への要望の仲介伝

達機能については、「地区要望の取次ぎ」が、

全体合計 83％、都市合計 78％で、都市自治体

のほうがやや低い。ただし、30 万人以上で

69％、60 万人以上では 44％と、大規模都市で

は、インフラの整備水準や広聴機能の多様化

を反映してか、特に低い。

以上のように、都市自治体における「行政

とのパイプ役」としての町内会自治会の役割

は、定期広報誌の住民ヘの配布のような定期

的反復的な業務や大都市における住民要望の

行政伝達のような住民参加機能の一部におい

て低下傾向にある一方、非定期・臨時の行政

情報の住民伝達や地域における人材や財源の

調達の仲介機能などについては、むしろ都市

自治体ほど大きいといえる。

こうした「行政とのパイプ役」としての機

能は、実態としては、町内会自治会の会長を

都市とガバナンス Vol.32

地方分権の理念とこれから

48

表3 都市自治体の町内会自治会への行政協力業務（50％以上の自治体に該当する項目のみ）
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はじめとした役員を中心に実行されており、

役員の負担の大きさと表裏一体の関係にあ

る。前掲の表2において、規模の大きな都市

ほど、役員のなり手が不足し、そのため役員

の固定化と高齢化が進行し、それが町内会自

治会の組織運営を危機的にさせている可能性

のあることを示したが、そのことは「行政と

のパイプ役」のあり方に大きな原因の一つが

あることを示唆してあまりある。

では、地域住民の幅広い協力が必要な「公

共的サービスの提供ないし協働」に関連する

項目ではどうだろうか。

「河川、水路、公園、道路などの美化清掃、

カラスなどの被害防止や害虫駆除などの環境

整備」は、全体合計でも 75％を超えているが、

都市合計では 80％近い。これらは、住環境維

持のための住民独自の活動（共益活動）とい

う側面と、不特定多数の住民にその便益が波

及する公共的サービスの提供という側面の両

面がある。「防犯灯、カーブミラー、集会所な

どの設置管理」（全体合計 64％―都市合計

69％、以下同様に表記）にも同じ様な側面が

ある。

廃棄物対策や防災、防犯などの、より公共

性の高いサービスについては、「家庭ごみの

分別や資源物回収リサイクル」（59％－

72％）、「地区の防災訓練や防災マップの作成、

災害弱者の救護体制の整備などの防災対策」

（53％－ 67％）、「地区防犯マップの作成や児

童生徒の登下校時の防犯パトロール等の防犯

活動」（47％－ 66％）のように、都市自治体ほ

ど町内会自治会との協力・協働の割合が高い

という傾向が顕著にみられる。

以上から、次のような現状が浮き彫りにな

る。

まず、都市自治体においても、町内会自治

会の存在感は依然として大きい。それは加入

率の平均で7割台を維持し、地域住民を代表

する任意の住民自治組織として他に類例がな

いからである。しかし、長期的には加入率の

下落傾向が続いている。東京多摩地域などの

都市群にみられるように5割を割り込んでな

お下げ止まらないケースもある。町内会自治

会の運営の実態をみても、「全世帯加入制」を

さらに脅かす未（非）加入者の増加などのメ

ンバーシップ問題、組織運営に支障をきたし

かねない役員問題や活動の不参加・不活発問

題など、将来の町内会自治会の存続に影響し

かねない諸問題が顕在化しつつある。

都市自治体が町内会自治会に求める行政協

力のあり方をみると、町内会自治会の会長や

役員を「行政のパイプ役」として位置づける

仕組みが広く採用されている一方で、町内会

自治会の会員を幅広く地域公共サービスの担

い手と期待する協働事業のウエイトもかなり

大きくなっている。

町内会自治会の実情と都市自治体の期待と

は、必ずしもかみ合っていない現状があると

いえる。

3 都市自治体における地域コミュニティ政

策の今後

以上のような地域協働の実情を踏まえて、

都市自治体は今後どのような地域協働体制を

想定して、いかなる地域コミュニティ政策を

展開していけばよいのだろうか。各自治体の

実情に応じて、次の4つの可能性を検討する

必要があろう。
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まず「行政とのパイプ役」ともいうべき項

目のうち、行政情報の住民伝達機能について

みると、「定期広報物の配布、回覧、掲示」は、

全体合計ではトップの 84％であるが、都市合

計では 73％程度である。特に、20 万人以上

の大規模都市では、規模が増すほど比率が低

くなる。規模の大きな都市ほど新聞折り込み

やポスティングなどに代替される傾向がうか

がえる。一方、「非定期または緊急の配布、回

覧、掲示」では、むしろ都市合計で 86％を超

え、トップに位置している。行政情報の住民

伝達機能といっても、計画的定期的に発行さ

れる広報誌等の配布は、町内会自治会を介す

る以外の方法を含めた多様化が進行しつつあ

るものの、行政各部署による非定期または緊

急の行政情報の伝達は、掲示板や回覧板など

を介して、むしろ大規模な都市ほど町内会自

治会に依存する傾向がうかがえる。

次に、行政委嘱委員等の地域人材のリク

ルートや募金・寄付金等の地域財源の調達の

仲介機能についてみると、「委員の推薦や選

出」については、全体合計 56％、都市合計 74％

となり、都市自治体で、しかも大規模な都市

ほど、町内会自治会への依存が高い。「寄付

金・募金集め」は、全体合計、都市合計とも

に 83％前後で、規模に関係なく非常に高い。

さらに、地域住民の行政への要望の仲介伝

達機能については、「地区要望の取次ぎ」が、

全体合計 83％、都市合計 78％で、都市自治体

のほうがやや低い。ただし、30 万人以上で

69％、60 万人以上では 44％と、大規模都市で

は、インフラの整備水準や広聴機能の多様化

を反映してか、特に低い。

以上のように、都市自治体における「行政

とのパイプ役」としての町内会自治会の役割

は、定期広報誌の住民ヘの配布のような定期

的反復的な業務や大都市における住民要望の

行政伝達のような住民参加機能の一部におい

て低下傾向にある一方、非定期・臨時の行政

情報の住民伝達や地域における人材や財源の

調達の仲介機能などについては、むしろ都市

自治体ほど大きいといえる。

こうした「行政とのパイプ役」としての機

能は、実態としては、町内会自治会の会長を
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表3 都市自治体の町内会自治会への行政協力業務（50％以上の自治体に該当する項目のみ）
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第1に、町内会自治会の多様化に対応した

支援事業の展開である。

第2に、地域協働の場となる「地域コミュ

ニティ」の範域の広域化を支援する事業の展

開である。

第3に、町内会自治会以外の地域協働の担

い手の多様化を支援する事業の展開である。

第4に、以上の支援事業を統合化した都市

内分権体制の整備政策である。

以下、順次説明する。

（1）町内会自治会の多様化に対応した支援

事業

一口に町内会自治会といっても、その実態

は多様である。地域住民の親睦を中心とした

ものから、地方自治体顔負けの「近隣政府」

といっても不思議ではないほどの体制や活動

量をもったものまで、幅広い。それを十把一

絡げに扱うことは、だんだん難しくなってい

る。

阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓を

踏まえるならば、地域コミュニティの機能の

中核は、住民間の信頼の醸成である。近隣関

係を基礎に日常のあいさつと適度な距離感の

親睦関係が維持できていることが、その必要

条件だろう。そもそも町内会自治会の原点

は、「そこに住むということだけをメンバー

シップの要件とする」ものである。この観点

からみれば、「いざ」という時に互いに助け合

える、いわば「社会保険」としての関係が構

築できていればよい。たとえば、加入率が5

割を切り、下げ止まらない状況にある都市自

治体では、こうした「社会保険」としてのミ

ニマム機能の維持を支援するコミュニティ政

策が主流となってもよいだろう。

もちろん、一部の都市自治体で試みられて

いるような町内会自治会への加入促進の条例

制定5などの方策も有効な手段であることは

確かだが、未加入者が加入に二の足を踏むよ

うな敷居の高い町内会自治会の実態を改善

し、加入しやすい仕組みを支援する事業にも

本腰をいれるべきだろう。たとえば、自治会

費の学割制やメール会員制などのメンバー

シップの多様化などもその一案であろう。

他方、活動量の大きな町内会自治会や地域

課題解決の成功例をもつ町内会自治会につい

ては、その運営のノウハウや成功の要因など

の情報を共有し普及促進する方策を自治体が

積極的に推進すべきだろう。自治体区域内の

町内会自治会の平均加入率が5割を切るよう

な都市においても、加入率が9割を超える実

績を上げ、きめ細かな住民間の親睦行事を多

数展開し、地域防犯パトロール、空き家・空

き地を活用した出会いの場の創設、認知症カ

フェの開設、コミュニティバスの運営など、

地域住民のニーズに応える独自の事業を次々

に成功させているような町内会自治会も存在

している6。都市自治体の役割は、こうした

住民活動の実態に即して、その成功の要因や

課題を分析し、それを広く住民間で共有でき
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5 市区における町内会自治会の加入促進条例（2016 年7月時点）をめぐる現状と論点については、釼持麻衣前掲論文が詳
しい。その後も、たとえば、2019 年4月施行の豊島区町会活動の活性化の推進に関する条例など制定の動向が続いている。

6 たとえば、東京都東久留米市の氷川台自治会の事例について、公益財団法人あしたの日本を創る協会『まちむら』144 号
2018 年 12 月号を参照。同様に、孤独死対策で大きな成果を挙げた東京都立川市の大山団地の事例について、佐藤良子『命
を守る東京都立川市の自治会』廣済堂新書 2012 年を参照。
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るようにすることであろう。地域協働のコー

ディネータとしての自治体職員の役割は、こ

うした現場発の政策課題を解明し、その共有

を図ることにこそ、その醍醐味があるからで

ある。

同時に、「行政とのパイプ役」として町内会

自治会の会長・役員らに依頼している行政事

務の補助的業務については、その実態に即し

て、抜本的に見直し・改善が必要であろう。

こうした依頼業務の中には、自治体行政内部

での未調整や調整不足によるもの、その必要

性や緊要性を十分に吟味しないまま前例踏襲

や慣例により実施されているもの、ICTその

他のより効果的な手段を用いて代替可能なも

の、など主として行政側の責任で改善可能な

ものが少なくない。

しかし、その一方で、行政の守備範囲と地

域の自治的対応とが複雑に交錯するような、

役重眞喜子が「境界領域マネジメント」7と

よんでいる地域課題について、自治体行政と

町内会自治会（会長、役員）との間での双方

向コミュニケーション回路（インターフェイ

ス）を緻密化することも必要である。「地域

的公共サービス」をめぐる町内会自治会との

協働を推し進め、効果あるものにするために

は、こうしたインターフェイスの再構築は不

可欠であろう。「行政とのパイプ役」そのも

のの否定というよりも、その刷新が必要なの

である。そのためには、自治体職員が地域の

コーディネータとして、地域住民と向き合う

姿勢と協働型行政体制の再構築が不可欠とな

る。

（2）「地域コミュニティ」の範域の広域化を

支援する事業

都市内分権との関連は（4）で述べるので、

ここでは、町内会自治会連合会と都市自治体

に期待される新たな役割について触れておき

たい。加入促進や組織運営など町内会自治会

が抱える諸問題への対応を、各単位組織の

「自主性」や「自己責任」として、自治体の地

域コミュニティ政策の対象外とすることは、

いまや無責任とのそしりを免れないだろう。

そこで連合会と連携した支援策を充実するこ

とが必要であろう。近年では、多くの自治体

において連合会との間で連携基本協定を結ぶ

ケースが増えている。その下で、様々な連携

事業が行われるようになっている。

たとえば、町内会自治会連合会のホーム

ページ作成への行政支援などはその好例であ

ろう。ただ、いくつかの連合会 HPを検討し

た経験でいえば、そのターゲットや目的が必

ずしも明確とはいえない HPも少なくない。

誰が何のために閲覧し利用するのか、その肝

心な点が見えにくいのである。こうした点で

の支援こそ、専門家の知見と現場の課題を連

結して課題解決に臨むべき、政策形成に習熟

した自治体職員の出番だろう。その中で筆者

が秀逸な HPだと思ったのは、相模原市自治

会連合会のホームページである8。自治会未

加入者（若者世代）をターゲットにしぼり利

用のしやすさが工夫されている、相模原市で
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7 役重眞喜子『自治体行政と地域コミュニティの関係性の変容と再構築――「平成大合併」は地域に何をもたらしたか』東
信堂 2019 年参照。
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第1に、町内会自治会の多様化に対応した

支援事業の展開である。

第2に、地域協働の場となる「地域コミュ

ニティ」の範域の広域化を支援する事業の展

開である。

第3に、町内会自治会以外の地域協働の担

い手の多様化を支援する事業の展開である。

第4に、以上の支援事業を統合化した都市

内分権体制の整備政策である。

以下、順次説明する。

（1）町内会自治会の多様化に対応した支援

事業

一口に町内会自治会といっても、その実態

は多様である。地域住民の親睦を中心とした

ものから、地方自治体顔負けの「近隣政府」

といっても不思議ではないほどの体制や活動

量をもったものまで、幅広い。それを十把一

絡げに扱うことは、だんだん難しくなってい

る。

阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓を

踏まえるならば、地域コミュニティの機能の

中核は、住民間の信頼の醸成である。近隣関

係を基礎に日常のあいさつと適度な距離感の

親睦関係が維持できていることが、その必要

条件だろう。そもそも町内会自治会の原点

は、「そこに住むということだけをメンバー

シップの要件とする」ものである。この観点

からみれば、「いざ」という時に互いに助け合

える、いわば「社会保険」としての関係が構

築できていればよい。たとえば、加入率が5

割を切り、下げ止まらない状況にある都市自

治体では、こうした「社会保険」としてのミ

ニマム機能の維持を支援するコミュニティ政

策が主流となってもよいだろう。

もちろん、一部の都市自治体で試みられて

いるような町内会自治会への加入促進の条例

制定5などの方策も有効な手段であることは

確かだが、未加入者が加入に二の足を踏むよ

うな敷居の高い町内会自治会の実態を改善

し、加入しやすい仕組みを支援する事業にも

本腰をいれるべきだろう。たとえば、自治会

費の学割制やメール会員制などのメンバー

シップの多様化などもその一案であろう。

他方、活動量の大きな町内会自治会や地域

課題解決の成功例をもつ町内会自治会につい

ては、その運営のノウハウや成功の要因など

の情報を共有し普及促進する方策を自治体が

積極的に推進すべきだろう。自治体区域内の

町内会自治会の平均加入率が5割を切るよう

な都市においても、加入率が9割を超える実

績を上げ、きめ細かな住民間の親睦行事を多

数展開し、地域防犯パトロール、空き家・空

き地を活用した出会いの場の創設、認知症カ

フェの開設、コミュニティバスの運営など、

地域住民のニーズに応える独自の事業を次々

に成功させているような町内会自治会も存在

している6。都市自治体の役割は、こうした

住民活動の実態に即して、その成功の要因や

課題を分析し、それを広く住民間で共有でき
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5 市区における町内会自治会の加入促進条例（2016 年7月時点）をめぐる現状と論点については、釼持麻衣前掲論文が詳
しい。その後も、たとえば、2019 年4月施行の豊島区町会活動の活性化の推進に関する条例など制定の動向が続いている。

6 たとえば、東京都東久留米市の氷川台自治会の事例について、公益財団法人あしたの日本を創る協会『まちむら』144 号
2018 年 12 月号を参照。同様に、孤独死対策で大きな成果を挙げた東京都立川市の大山団地の事例について、佐藤良子『命
を守る東京都立川市の自治会』廣済堂新書 2012 年を参照。
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は、自治会への加入を促進するための様々な

企画立案を行う“中核”となる組織として、

2013（平成 25）年度に自治会加入促進協議会

が発足し、市自治連・不動産団体・青年会議

所・市立小中学校 PTA・大学コンソーシア

ム・市の連携により、2016（平成 28）年2月

から現在の HPに改修されたという。

（3）地域協働の担い手の多様化を支援する

事業

地域課題が多様化し、かつ、町内会自治会

の加入率や活動量が減退傾向にあるなかで、

地域協働の担い手の多様化を支援すること

も、都市自治体に課せられた地域コミュニ

ティ政策の重要な課題である。その地域の特

性や担い手の状況により、一概にはいえない

が、一般的にはボランティアや NPO、大学・

教育研究機関、民間事業者など多様な担い手

や協働相手が考えられる。ここでは、2つの

例を紹介したい。

1つは、特に自治会加入率の低下が深刻化

している都市自治体を中心に広まりつつある

のが、地域内の民間事業者の協力・協賛を得

て、宿泊・レジャー施設、葬祭施設、飲食店、

食料品店や日常雑貨店、理容店、自転車・バ

イク・自家用車販売店、自動車整備店などを

利用する町内会自治会会員に対して優待券を

配布する事業である9。企業・事業者の協賛

により町内会自治会のメンバーシップに経済

的インセンティブを導入する試みとして注目

される。

もう1つは、ネットワーク型 NPOの活動

である。一般に、町内会自治会と NPOとは、

あまり相性がよくないとの観察がある。組織

の目的やメンバーシップ、行動原理などに少

なからず差異があるからである。そうした中

で、ここに紹介する東京都文京区の NPO法

人街 ing本郷は異彩を放っているように思え

る10。自治体、自治会、商店街、PTA、消防

団、医療・福祉関係、趣味サークル、スポー

ツ団体、大学などの「既存の組織を活かしつ

つ、様々な活動に対して連携を図りながら、

人材及び知恵などを協力し、バックアップす

る NPO法人」として、3つの町会区域をま

たぐ本郷という街全体の活性化を図る取り組

みを行っている。孤立しがちな商店街を横に

つなぐ「本郷百貨店」、家に空き部屋を持つシ

ニアと大学の近くに住みたい学生が共生する

「ひとつ屋根の下プロジェクト」、地域と関わ

りながら暮らす学生のライフスタイルを支援
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8 この HP（https://www.sagamihara-jichiren.jp/）のトップには、「あなたの住まいの自治会はどこ？」というリンク
があり、住まいの住所を入力すると、そこを管轄する自治会の会長名と連絡先が表示される。また、「お得で便利な、自治
会メール会員」というリンクには、正式な会員でなくとも登録でメール会員となれ、各種の行事等の情報を受信できる仕
組みが組み込まれている。こうした緩やかな仕組みは正規の会員予備軍を拡大する非常に優れた事例だろう。2019 年8
月6日にアクセスして変更のないことを再確認。ちなみに、相模原市の自治会加入率は 2015 年時点で 55.8％であり、こ
れは政令指定市の中で最低だという。澤田道夫「地縁組織の加入率と活性化に関する一考察」熊本大学『アドミニストレー
ション』24 巻2号 2018 年の図表6政令指定都市 20 市の自治会加入率の推移を参照。

9 たとえば、2014 年 12 月より開始された、東京都青梅市自治会連合会の「すまいるカード」事業（http://www.
ome-rengou.jp/cmsfiles/contents/0000003/3897/smile2019.pdf）は、2019 年4月1日のリニューアル版を見るかぎり、
協賛企業・商店等もかなり充実したものとなっている。これは、地区連をはじめとした連合会の役員によるなみなみなら
ぬ努力の結晶である。新規加入促進の手段としても有効だと思われるが、退会者を減らす効果も上がりつつあるという。

10 これについては、前掲『まちむら』144 号 2018 年 12 月号を参照。また、同 NPO法人のホームページ http://m-hon-
go.com/を参照されたい。
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する「書生生活」など、個々の組織だけでは

限界がある地域課題を NPO法人が横串でつ

なぐことによって街の活性化を図るユニーク

なプロジェクトを次々に企画し実行してい

る。街 ing本郷は、2010（平成 22）年に設立

して 10 年近くの実績がある。その成功の重

要な要因の1つだと思われる点は、この

NPO法人の代表理事を含む理事が、所属す

る地域の町会や商店会の会員であることであ

る。当該地域コミュニティのことを熟知する

構成メンバーが、当事者として個々の既存組

織の限界を痛感し、それを横につなぐネット

ワーク型の新たな仕組みの必要（マッチン

グ）を痛感していたということである。町内

会自治会を含む地域コミュニティと NPOと

の連携について、多くの推奨が語られる割に

成功例が多くない原因の1つは、地域コミュ

ニティ活動の当事者性にあるのではないかと

いう観点から、地域コミュニティ政策におけ

る NPOとの連携のあり方を検討し直してみ

る必要がありはしないだろうか。

（4）都市内分権体制の整備

「地域コミュニティ」の範域を再定義し、そ

れを小学校区や中学校区などに広域化、重層

化する施策も、多くの都市自治体で取り組ま

れている。町内会自治会の単位組織を合併せ

ずに、その連合組織によって広域化、重層化

を図る方策は、明治、昭和、平成の市町村大

合併のたびに採用されてきた伝統的な手法で

ある。現代的な特徴は、平成の大合併を経験

しなかった都市自治体を含めて、都市内分権

の意図を含んだ住民協議会型の組織構築の試

行が行われる傾向にあることだろう11。た

だ、町内会自治会の連合会・地区連などの組

織がその中心的な役割を果たしているケース

が多いのが実態である。こうした制度試行が

成功裏に都市自治体に広く普及していくため

にも、上記の（1）～（3）で示したような

地域協働の実績を積み上げていく地道な地域

コミュニティ政策の取り組みが必要であろ

う。
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11 日本都市センターの 2015 年調査によれば、「協議会型住民自治組織」は都市自治体の6割近くに設置されている。日本
都市センター『都市内分権の未来を創る――全国市区アンケート・事例調査を踏まえた多角的考察』2016 年3月資料編1
を参照。
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は、自治会への加入を促進するための様々な

企画立案を行う“中核”となる組織として、

2013（平成 25）年度に自治会加入促進協議会

が発足し、市自治連・不動産団体・青年会議

所・市立小中学校 PTA・大学コンソーシア
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から現在の HPに改修されたという。

（3）地域協働の担い手の多様化を支援する

事業

地域課題が多様化し、かつ、町内会自治会

の加入率や活動量が減退傾向にあるなかで、

地域協働の担い手の多様化を支援すること

も、都市自治体に課せられた地域コミュニ

ティ政策の重要な課題である。その地域の特

性や担い手の状況により、一概にはいえない

が、一般的にはボランティアや NPO、大学・

教育研究機関、民間事業者など多様な担い手

や協働相手が考えられる。ここでは、2つの

例を紹介したい。

1つは、特に自治会加入率の低下が深刻化

している都市自治体を中心に広まりつつある

のが、地域内の民間事業者の協力・協賛を得

て、宿泊・レジャー施設、葬祭施設、飲食店、

食料品店や日常雑貨店、理容店、自転車・バ

イク・自家用車販売店、自動車整備店などを

利用する町内会自治会会員に対して優待券を

配布する事業である9。企業・事業者の協賛

により町内会自治会のメンバーシップに経済

的インセンティブを導入する試みとして注目

される。

もう1つは、ネットワーク型 NPOの活動

である。一般に、町内会自治会と NPOとは、

あまり相性がよくないとの観察がある。組織

の目的やメンバーシップ、行動原理などに少

なからず差異があるからである。そうした中

で、ここに紹介する東京都文京区の NPO法

人街 ing本郷は異彩を放っているように思え

る10。自治体、自治会、商店街、PTA、消防

団、医療・福祉関係、趣味サークル、スポー

ツ団体、大学などの「既存の組織を活かしつ

つ、様々な活動に対して連携を図りながら、

人材及び知恵などを協力し、バックアップす

る NPO法人」として、3つの町会区域をま

たぐ本郷という街全体の活性化を図る取り組

みを行っている。孤立しがちな商店街を横に

つなぐ「本郷百貨店」、家に空き部屋を持つシ

ニアと大学の近くに住みたい学生が共生する

「ひとつ屋根の下プロジェクト」、地域と関わ

りながら暮らす学生のライフスタイルを支援
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8 この HP（https://www.sagamihara-jichiren.jp/）のトップには、「あなたの住まいの自治会はどこ？」というリンク
があり、住まいの住所を入力すると、そこを管轄する自治会の会長名と連絡先が表示される。また、「お得で便利な、自治
会メール会員」というリンクには、正式な会員でなくとも登録でメール会員となれ、各種の行事等の情報を受信できる仕
組みが組み込まれている。こうした緩やかな仕組みは正規の会員予備軍を拡大する非常に優れた事例だろう。2019 年8
月6日にアクセスして変更のないことを再確認。ちなみに、相模原市の自治会加入率は 2015 年時点で 55.8％であり、こ
れは政令指定市の中で最低だという。澤田道夫「地縁組織の加入率と活性化に関する一考察」熊本大学『アドミニストレー
ション』24 巻2号 2018 年の図表6政令指定都市 20 市の自治会加入率の推移を参照。

9 たとえば、2014 年 12 月より開始された、東京都青梅市自治会連合会の「すまいるカード」事業（http://www.
ome-rengou.jp/cmsfiles/contents/0000003/3897/smile2019.pdf）は、2019 年4月1日のリニューアル版を見るかぎり、
協賛企業・商店等もかなり充実したものとなっている。これは、地区連をはじめとした連合会の役員によるなみなみなら
ぬ努力の結晶である。新規加入促進の手段としても有効だと思われるが、退会者を減らす効果も上がりつつあるという。

10 これについては、前掲『まちむら』144 号 2018 年 12 月号を参照。また、同 NPO法人のホームページ http://m-hon-
go.com/を参照されたい。
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